
 

別表七（四）の記載の仕方 
 

１ この明細書は、法人が法第59条第３項｟会社更生

等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算

入｠（震災特例法第17条第１項｟被災法人について

債務免除等がある場合の評価損益等の特例｠の規定

により読み替えて適用する場合を含みます。以下こ

の記載要領において同じです。）の規定の適用を受け

る場合（平成31年改正前の措置法第67条の５の２第

１項｟中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産

に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例｠

の規定の適用を受ける場合を含みます。５において

同じです。）、法人が法第59条第４項の規定の適用を

受ける場合又は法人が平成25年改正前の法（以下１

において「平成25年旧法」といいます。）第59条第２

項｟会社更生等による債務免除等があった場合の欠

損金の損金算入｠（平成25年改正前の震災特例法第

17条第１項｟被災法人について債務免除等があった

場合の欠損金の損金算入の特例｠の規定により読み

替えて適用する場合を含み、平成25年旧法第59条第

２項第３号に掲げる場合に該当する場合を除きま

す。）の規定の適用を受ける場合に記載します。 

２ 「適用年度終了の時における資本金等の額６」の欄

は、法第59条第４項の規定の適用を受ける場合につ

いてのみ記載します。 

３ 「欠損金の当期控除額７」の欄は、通算法人が法第

64条の７第１項第１号から第３号まで｟欠損金の通

算｠の規定の適用を受ける場合には「（別表七(一)

「４の計」）又は」を消し、その他の場合には「又は

((別表七(二)「３」の当期分以外の計)＋(別表七(二)

「６」の当期分以外の計))」を消します。 

４ 「当期控除額10」の欄は、法第59条第４項の規定の

適用を受ける場合には、「⑷、」を消します。 

５ 「11」から「15」までの各欄は、法第59条第３項の

規定の適用を受ける場合（通算法人の令第112条の２

第８項｟通算完全支配関係に準ずる関係等｠に規定

する適用年度において同項に規定する場合に該当す

る場合を除きます。）には、記載を要しません。 

６ 「調整前の欠損金の翌期繰越額13」の欄は、通算法

人が法第59条第３項又は第４項の規定の適用を受け

る場合（同条第３項にあっては、令第112条の２第８

項に規定する適用年度において同項に規定する場合

に該当する場合に限ります。７において同じです。）

には「（別表七(一)「３」－「４」）又は」を消し、

その他の場合には「又は（別表七(二)「１」－「３」

－「６」）」を消します。 

７ 「欠損金額からないものとする金額14」の欄は、通

算法人が法第59条第３項又は第４項の規定の適用を

受ける場合には「（当該発生事業年度の⒀と（⑿－当

該発生事業年度前の⒁の合計額）のうち少ない金額）

又は」を消し、その他の場合には「又は（別表七(四)

付表「６」）」を消します。 

８ 「差引欠損金の翌期繰越額15」の欄の内書には、法

第64条の７第２項に規定する特定欠損金額を記載し

ます。

 


